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給食費の取り扱い 

 

１  給食費の減額・返金 

（１） 幼稚園３年間、義務教育学校９年間でみて、共通する行事等による給食回数の変更（減） 

に伴う返金は原則として行わない。 

 

（２） 特別な行事等で、他校と給食回数が違った場合、その分は給食内容の充実に当てる。 

ただし、学校又は学年単位とする。 変更の連絡は、土日を含む１０日前に文書ですること。 

 

（３） 臨時休校、学級閉鎖などは原則返金しない。ただし４日以上休校又は学級閉鎖をした場

合は、４日目以降（給食実施日のみ該当）の牛乳とパン・ご飯代（１００円／日）を返金す

るものとする。 

 

（４） 教育長が特に必要と認めた事項。 

 

２  給食費の日割り計算等 

次の場合、給食費は日割りで算出する。 

（１） 転入の場合 

ア 給食開始前の転入は、１ヶ月全額徴収する。 

イ 給食開始後の転入は、１食単価 × 給食回数を徴収する。 ただし、その額が給食費 

の月額を超える時は、月額給食費とする。幼稚園２３０円は１７日以上、義務教育学校

（後期課程）３００円、学校・園職員３６０円は１６日以上が該当する。 

 

（２） 転出の場合 

ア 給食終了後の転出は返金しない。 

イ 給食費引落し前の転出は、１食単価×給食回数を徴収する。給食費引落し後の転出

は、給食費の月額より１食単価×給食回数を差し引いた額を返金する。ただし、その額が

給食費の月額を超える時は給食費の月額とする。 

ウ 町内転校の場合は、転校日により学校間で協議をし、どちらかの学校で給食費を徴

収する。 

※ ア～ウ以外で返金等が発生した場合は給食センターの事務担当者（所長）と協議す

る。 

 

（３） 入院等による長期欠席（２週間以上）の場合 

ア 入院等による欠食の場合は返金する。ただし、４日目以降の給食費とする。返金額は、

幼稚園２３０円・義務教育学校（後期課程）３００円・学校・園職員 360 円×欠席日数と

する。（月額を超える時は、月額給食費とする。） 
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（例）連絡を受けた日より３日分の給食代は徴収する。それ以降の連続する給食費に 

ついては、返金する。 

幼稚園               計算により、３,８００円以上超える場合は､３,８００円払う。 

義務教育学校（後期課程）         ４,５００円以上超える場合は､４,５００円払う。 

学校・園職員                     ５，6００円以上超える場合は､５，6００円払う。 

 

３  その他 

（１） 教育実習生(ボランティア等）は、１食単価に給食回数を乗じて得た額を徴収する。ただし、

給食費の月額を超えた場合は給食費月額とする。 

 

（２） 特別休暇の教諭の代替として就任した講師等の給食費は、複数人分あわせて月額にな

るよう分割する。ただし、期間が継続しない場合は、転入・転出の例により計算する。 

 

（３） 給食試食会は、１食 360円を徴収する。 

 

（４） 義務教育学校１～６年生は、令和８年４月より無償化のため、給食費の徴収はしない。 


